
奈良県立学校 学校運営協議会委員の委嘱、任命について 

 

・要件区分については、以下を参照。 
（一）保護者  

（二）地域住民  

（三）法第四十七条の五第二項第三号に規定する対象学校の運営に資する活動を行う者 

（四）対象学校の校長  

（五）対象学校の教職員  

（六）学識経験者  

（七）関係行政機関の職員  

（八）その他教育委員会が適当と認める者 
 

県立山辺高等学校 

・ 委員を委嘱、任命する者 

番号 名
ふり

 前
がな

 要件区分 勤務先・職名 

 

 

祁  

２ 委員を委嘱、任命する期間 

  令和２年７月１日 から 令和３年３月３１日 まで 

 

県立高田高等学校 

・ 委員を委嘱、任命する者 

番号 名
ふり

 前
がな

 要件区分 勤務先・職名 

２ 委員を委嘱、任命する期間 

  令和２年９月１日 から 令和３年３月３１日 まで 



 

 

県立郡山高等学校 

・ 委員を委嘱、任命する者 

番号 名
ふり

 前
がな

 要件区分 勤務先・職名 

２ 委員を委嘱、任命する期間 

  令和２年７月１日 から 令和３年３月３１日 まで 

 

 

県立二階堂高等学校 

・ 委員を委嘱、任命する者 

番号 名
ふり

 前
がな

 要件区分 勤務先・職名 

２ 委員を委嘱、任命する期間 

  令和２年９月１日 から 令和３年３月３１日 まで 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

県立五條高等学校 

・ 委員を委嘱、任命する者 

番号 名
ふり

 前
がな

 要件区分 勤務先・職名 

２ 委員を委嘱、任命する期間 

  令和２年６月１日 から 令和３年３月３１日 まで 

 

 

県立西和清陵高等学校 

・ 委員を委嘱、任命する者 

番号 名
ふり

 前
がな

 要件区分 勤務先・職名 

２ 委員を委嘱、任命する期間 

  令和２年７月１日 から 令和３年３月３１日 まで 

 

 

 



 

 

県立高取国際高等学校 

・ 委員を委嘱、任命する者 

番号 名
ふり

 前
がな

 要件区分 勤務先・職名 

２ 委員を委嘱、任命する期間 

  令和２年６月１日 から 令和３年３月３１日 まで 

 

 

県立大和広陵高等学校 

・ 委員を委嘱、任命する者 

番号 名
ふり

 前
がな

 要件区分 勤務先・職名 

２ 委員を委嘱、任命する期間 

  令和２年９月１日 から 令和３年３月３１日 まで 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

県立大淀高等学校 

・ 委員を委嘱、任命する者 

番号 名
ふり

 前
がな

 要件区分 勤務先・職名 

２ 委員を委嘱、任命する期間 

  令和２年６月１日 から 令和３年５月３１日 まで 

 

 

県立十津川高等学校 

・ 委員を委嘱、任命する者 

番号 名
ふり

 前
がな

 要件区分 勤務先・職名 

２ 委員を委嘱、任命する期間 

  令和２年７月１日 から 令和３年３月３１日 まで 

 


